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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第76期

第３四半期累計期間
第77期

第３四半期累計期間
第76期

会計期間
自　2020年４月１日
至　2020年12月31日

自　2021年４月１日
至　2021年12月31日

自　2020年４月１日
至　2021年３月31日

売上高 （千円） 3,455,682 3,910,980 4,652,555

経常利益又は経常損失（△） （千円） 77,144 △1,628 79,313

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）
（千円） 61,718 △14,872 45,197

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 1,993,096 1,993,096 1,993,096

発行済株式総数 （株） 48,849,935 48,849,935 48,849,935

純資産額 （千円） 3,871,067 3,826,536 3,860,738

総資産額 （千円） 8,338,092 8,249,756 8,295,624

１株当たり四半期（当期）純利

益又は１株当たり四半期純損失

（△）

（円） 1.29 △0.31 0.94

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － －

自己資本比率 （％） 46.4 46.4 46.5

 

回次
第76期

第３四半期会計期間
第77期

第３四半期会計期間

会計期間
自　2020年10月１日
至　2020年12月31日

自　2021年10月１日
至　2021年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 0.68 0.36

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２　当社には関連会社がないため、「持分法を適用した場合の投資利益」は記載しておりません。

３　従業員持株会支援信託ＥＳＯＰが保有する当社株式は、「１株当たり四半期（当期）純利益又は１株当たり

四半期純損失」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

４　第76期および第76期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。なお、第77期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

５　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　20020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首

から適用しており、当第３四半期累計期間及び当第３四半期会計期間に係る主要な経営指標等については、

当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。なお、第２四半期会

計期間において、当社が51％出資する子会社　株式会社ＭＳ－ＩＶＴを設立し、当社の非連結子会社となっておりま

す。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営

者が提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している

主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありま

せん。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において、判断したものであります。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大が一旦収まり、10月１日には政

府によって緊急事態宣言等の全面解除の宣言がなされるなど、明るい兆しが見え始めました。しかしながら、年明

け以降にはわが国で再び感染が急拡大し、諸外国においても感染拡大が継続しているため、世界経済全体が停滞傾

向にあります。また、それに加えて、ウクライナをめぐる北大西洋条約機構とロシアの軍事的な緊張を背景にした

原油をはじめとする国際商品市場の急騰が見られ、世界経済の先行きについて不透明感が増していると考えており

ます。

　このような状況のなか、当第３四半期累計期間における当社の財政状態及び経営成績は以下のとおりです。

 

①財政状態

（資産）

　流動資産は、前事業年度末に比べて、52百万円減少して3,664百万円となりました。これは主に、現金及び預金

の増加91百万円および電子記録債権の増加68百万円による一方で、商品及び製品の減少122百万円、受取手形、売

掛金及び契約資産の減少38百万円および流動資産のその他の減少41百万円によるものです。

　固定資産は、前事業年度末に比べて、6百万円増加して4,585百万円となりました。これは主に、関係会社株式の

増加25百万円、構築物（純額）の増加16百万円および投資その他の資産のその他の増加43百万円による一方で、投

資有価証券の減少42百万円、機械及び装置（純額）の減少24百万円およびリース資産（純額）の減少12百万円によ

るものです。

　この結果、資産合計は前事業年度末に比べて、45百万円減少して8,249百万円となりました。

（負債）

　流動負債は、前事業年度末に比べて、140百万円増加して2,529百万円となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金の増加206百万円および流動負債のその他の増加84百万円による一方で、短期借入金の減少99百万円および

未払法人税等の減少30百万円によるものです。

　固定負債は、前事業年度末に比べて、152百万円減少して1,893百万円となりました。これは主に、長期借入金の

減少168百万円によるものです。

　この結果、負債合計は前事業年度末に比べて、11百万円減少して4,423百万円となりました。

（純資産）

　純資産は、前事業年度末に比べて、34百万円減少して3,826百万円となりました。これは主に、その他有価証券

評価差額金の減少24百万円および利益剰余金の減少14百万円によるものです。

　この結果、自己資本比率は前事業年度末の46.5％から46.4％となりました。

 

②経営成績

　当第３四半期累計期間の売上高は、製品商品売上高が3,276百万円（前年同期比4.5％増）および作業屑売上高が

634百万円（前年同期比98.2％増）となり、合計で3,910百万円（前年同期比13.2％増）となりました。製品商品売

上高のうち、船舶用は前年同期比で減少しましたが、ＬＰガス容器用弁、バルク付属機器および車載用はいずれも

前年同期比で増加し、特に、ＬＰガス容器用弁は、値上げ前の駆け込み需要による増加とその反動による一時的な

減少はありましたが、改定後の価格のもとで大幅に増加しました。作業屑売上高については、当期は、部分的に休

業を実施した前期に比べ、工場稼働率が上がったため作業屑の発生が多かったこと、および黄銅材価格が高騰して

いることの影響で大幅に増加しました。

　損益面については、主要材料である黄銅材価格が歴史的な高騰・高止まりをしており、また諸掛りの値上がりが

続いている影響で収益が圧迫され、損失計上を余儀なくされました。自社での原価低減や経営効率化努力を続けて

おりますが、経営努力を超える材料等の値上がり部分について、製品価格の値上げに踏み切らせていただきまし

た。その効果は当期終盤にかけて出始めております。以上により、当第３四半期累計期間においては、営業利益11

百万円（前年同期比84.6％減）、経常損失1百万円（前年同期は経常利益77百万円）および四半期純損失14百万円

（前年同期は四半期純利益61百万円）となりました。
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　なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」とい

う）等の適用により、従来、販売費及び一般管理費に計上していた販売手数料を売上高から減額したことにより、

売上高が53百万円減少しましたが、営業利益、経常損失および四半期純損失に与える影響はありません。

 

(2）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期累計期間において、当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の新たに生じた課題はありませ

ん。

 

(3）研究開発活動

　当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は、134百万円です。

　なお、当第３四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(4）生産、受注及び販売の実績

　当第３四半期累計期間における生産、受注及び販売の実績は「第２　事業の状況　２　経営者による財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載のとおりです。

 

(5）経営成績に重要な影響を与える要因

　当第３四半期累計期間において、当社の経営成績に重大な影響を与える要因に変更はありません。

 

(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社の資本の財源及び資金の流動性について、主要原材料の黄銅材、鉄鋼材、ステンレス鋼材および鉄鋼鋳鍛造

品等の原材料、人件費、外注加工費、製造経費、販売費及び一般管理費等の運転資金は、自己資金および金融機関

からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金は、金融機関からの長期借入を基本としております。

機動的かつ効率的な資金調達をすべく、取引銀行５行と当座貸越契約、取引銀行１行と特殊当座借越契約を締結し

ております。以上のことから、資金の流動性は適切に確保されていると判断しております。

　なお、当第３四半期会計期間の末日における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は2,344百万円と

なっております。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 150,000,000

計 150,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年12月31日）

提出日現在発行数
（株）

（2022年２月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 48,849,935 48,849,935
東京証券取引所

（市場第二部）

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式であり、単元株式数は、

100株であります。

計 48,849,935 48,849,935 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2021年10月１日～

2021年12月31日
－ 48,849,935 － 1,993,096 － －

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 694,600

完全議決権株式（その他） 普通株式 48,149,900 481,499 －

単元未満株式 普通株式 5,435 － －

発行済株式総数  48,849,935 － －

総株主の議決権  － 481,499 －

（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄には、従業員持株会支援信託ＥＳＯＰが所有する当社株式140,800株（議

決権1,408個）が含まれております。

２　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式９株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

（自己保有株式）

株式会社宮入バルブ製作所
東京都中央区銀座西１－２ 694,600 － 694,600 1.42

計 － 694,600 － 694,600 1.42

(注)　上記のほか、従業員持株会支援信託ＥＳＯＰが保有する当社株式が140,800株あります。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（2021年10月１日から2021年12

月31日まで）及び第３四半期累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、

藍監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は2021年９月22日に子会社株式会社ＭＳ-ＩＶＴを設立いたしましたが、「四半期連結財務諸表の用語、様式

及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）第５条第２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損

益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・

フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成してお

りません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（2021年３月31日）
当第３四半期会計期間
（2021年12月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 291,339 382,598

受取手形及び売掛金 ※１ 1,014,678 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － ※１,※２ 975,887

電子記録債権 ※１ 270,154 338,452

商品及び製品 1,428,115 1,305,784

仕掛品 7,770 18,719

原材料及び貯蔵品 632,964 612,786

その他 73,113 31,631

貸倒引当金 △1,372 △1,372

流動資産合計 3,716,763 3,664,487

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 353,220 340,835

構築物（純額） 54,697 71,138

機械及び装置（純額） 851,345 826,394

車両運搬具（純額） 424 2,170

工具、器具及び備品（純額） 31,010 34,805

土地 2,441,000 2,441,000

リース資産（純額） 106,958 94,056

建設仮勘定 9,074 13,940

有形固定資産合計 3,847,732 3,824,340

無形固定資産 14,275 17,193

投資その他の資産   

投資有価証券 375,287 332,809

関係会社株式 － 25,500

その他 349,465 393,326

貸倒引当金 △7,900 △7,900

投資その他の資産合計 716,853 743,735

固定資産合計 4,578,860 4,585,269

資産合計 8,295,624 8,249,756
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  （単位：千円）

 
前事業年度

（2021年３月31日）
当第３四半期会計期間
（2021年12月31日）

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 412,035 618,070

短期借入金 ※３ 1,387,100 ※３ 1,288,000

１年内返済予定の長期借入金 238,892 238,892

未払法人税等 35,727 4,888

賞与引当金 40,829 20,835

その他 274,144 359,018

流動負債合計 2,388,728 2,529,704

固定負債   

長期借入金 877,920 709,440

再評価に係る繰延税金負債 731,471 731,471

退職給付引当金 265,365 277,823

役員退職慰労引当金 65,984 84,196

債務保証損失引当金 5,000 5,000

その他 100,416 85,584

固定負債合計 2,046,158 1,893,515

負債合計 4,434,886 4,423,220

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,993,096 1,993,096

資本剰余金 4,217 4,217

利益剰余金 194,387 179,514

自己株式 △132,304 △127,039

株主資本合計 2,059,396 2,049,789

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 102,675 78,080

土地再評価差額金 1,698,666 1,698,666

評価・換算差額等合計 1,801,341 1,776,747

純資産合計 3,860,738 3,826,536

負債純資産合計 8,295,624 8,249,756
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第３四半期累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

 当第３四半期累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

売上高 3,455,682 3,910,980

売上原価 2,848,609 3,327,964

売上総利益 607,073 583,016

販売費及び一般管理費 529,660 571,096

営業利益 77,412 11,920

営業外収益   

受取利息 4 2

受取配当金 6,845 6,438

不動産賃貸料 3,606 862

スクラップ売却益 1,591 3,510

助成金収入 93,297 19,734

その他 4,536 2,920

営業外収益合計 109,881 33,468

営業外費用   

支払利息 16,141 14,256

手形売却損 5,542 4,053

休業手当 81,633 26,059

債務保証損失引当金繰入額 5,000 －

その他 1,832 2,647

営業外費用合計 110,149 47,017

経常利益又は経常損失（△） 77,144 △1,628

特別利益   

投資有価証券売却益 566 656

特別利益合計 566 656

特別損失   

固定資産除却損 327 6,335

特別損失合計 327 6,335

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 77,384 △7,306

法人税、住民税及び事業税 15,665 7,565

法人税等合計 15,665 7,565

四半期純利益又は四半期純損失（△） 61,718 △14,872
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、従来、販売費及び一般管理費に計上しておりました販売手数料等の顧客に支払われる対価の一部に

ついて、取引価格から減額する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期会計期

間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基

準第86項に定める方法を適用し、第１四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての

収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き

（１）に定める方法を適用し、第１四半期会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約

変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１四半期会計期間の期首の利益剰

余金に加減しております。

この結果、従来、販売費及び一般管理費に計上していた販売手数料を売上高から減額したことにより、第３四半

期累計期間の売上高が53百万円減少しましたが、営業利益、経常損失および四半期純損失に与える影響はありませ

ん。また、利益剰余金の当期首残高に反映されるべき累積的影響額はありません。

収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手

形及び売掛金」は、第１四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしま

した。なお、収益認識会計期基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法

による組替えを行っておりません。

また、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過

的な取扱いに従って、前第３四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりま

せん。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定

める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はあり

ません。

 

（追加情報）

（従業員持株会支援信託ＥＳＯＰ）

　当社は、2018年５月８日開催の取締役会において、従業員の経営参画意識の高揚と企業価値向上に係るイン

センティブの付与および福利厚生の充実を目的として、「従業員持株会支援信託ＥＳＯＰ」（以下「本制度」

という。）の導入を決議しております。

 

１．取引の概要

　本制度は、従業員のインセンティブ・プランの一環として米国で普及している従業員向けの報酬制度である

ＥＳＯＰ（Employee Stock Ownership Plan）および2008年11月17日に経済産業省より公表されました「新た

な自社株式保有スキームに関する報告書」等を参考にして構築した従業員向けの福利厚生制度です。

　当社が「宮入バルブ従業員持株会」（以下「本持株会」といいます。）に加入する従業員のうち一定の要件

を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託期間中に本持株会が取得すると見込まれる数の当

社株式を、予め一括して取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に本持株会に時価で売却しま

す。信託終了時に、株価の上昇等により信託収益がある場合には、受益者要件を充足する当社従業員に対して

金銭が分配されます。

　株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、責任財産限定特約付金銭消費貸借契

約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済することとなります。

 

２．信託が保有する自社の株式に関する事項

　信託が保有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株

式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額および株式数は以下のとおりであります。

　前事業年度末　　　　　　帳簿価額 28,074千円、株式数 173,300株
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　当第３四半期会計期間末　帳簿価額 22,809千円、株式数 140,800株

 

３．総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

　前事業年度末 　　　　　36,212千円

　当第３四半期会計期間末 33,212千円

 

 

（四半期貸借対照表関係）

　　※１　受取手形割引高及び電子記録債権割引高

 
前事業年度

（2021年３月31日）
当第３四半期会計期間
（2021年12月31日）

受取手形割引高 121,827千円 233,113千円

電子記録債権割引高 15,863千円 －千円

 

※２　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

　なお、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期

会計期間末残高に含まれております。

 
前事業年度

（2021年３月31日）
当第３四半期会計期間
（2021年12月31日）

受取手形 －千円 2,011千円

 

　　※３　当社は、運転資金及び設備資金の機動的かつ効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約、取引銀行

１行と特殊当座借越契約を締結しております。

　当座貸越契約、特殊当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

 
前事業年度

（2021年３月31日）
当第３四半期会計期間
（2021年12月31日）

当座貸越極度額、特殊当座借越契約の総額 1,362,000千円 1,361,000千円

借入実行残高 1,281,100千円 1,191,000千円

差引額 80,900千円 170,000千円

　　なお、特殊当座借越契約については財務制限条項が付されております。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年12月31日）

減価償却費 140,306千円 140,611千円
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（株主資本等関係）

前第３四半期累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月25日

定時株主総会
普通株式 48,155 1.00 2020年３月31日 2020年６月26日 利益剰余金

（注）配当金の総額には、従業員持株会支援信託ＥＳＯＰが保有する当社株式に対する配当金228千円が含まれておりま

す。

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。

 

当第３四半期累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

１．配当金支払額

　　該当ありません。

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

　当社が有しているすべての関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるた

め、記載を省略しております。

 

（セグメント情報等）

　当社の主たる事業は、高圧ガス用バルブおよび関連機器類の製造、販売等の単一セグメントであるため、記載を

省略しております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりです。

 

当第３四半期累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

（単位：千円）

主な財又はサービス

当第３四半期累計期間

（自　2021年４月１日

 至　2021年12月31日）

黄銅弁 2,203,155

鉄鋼弁 998,630

その他 74,545

屑売上高 634,648

顧客との契約から生じる収益 3,910,980

外部顧客への売上高 3,910,980

（注）単一セグメントであるため、セグメント別の収益の内訳は記載しておりません。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前第３四半期累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年12月31日）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純

損失（△）
1円29銭 △0円31銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 61,718 △14,872

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
61,718 △14,872

普通株式の期中平均株式数（株） 47,950,395 47,996,992

（注）１．従業員持株会支援信託ＥＳＯＰが保有する当社株式（前第３四半期累計期間期中平均株式数204,931株、当

第３四半期累計期間中平均株式数158,334株）は、「１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失」

の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、前第３四半期累計期間につきましては、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。なお、当第３四半期累計期間につきましては、１株当たり四半期純損失で

あり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年２月14日

株式会社宮入バルブ製作所

取締役会　御中

 

藍監査法人

東京都港区
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 小林　新太郎

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 富 所　真 男

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社宮入バ

ルブ製作所の2021年４月１日から2022年３月31日までの第77期事業年度の第３四半期会計期間(2021年10月１日から2021

年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(2021年４月１日から2021年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、

四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社宮入バルブ製作所の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手

続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付け

る。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合には、四半期レビュ－報告書において四半期財務諸

表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半

期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告
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書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が

ある。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠

していないと信じさせる事項が認められないどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないか

どうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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